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明治期神田学生街の形成と私立?去律学校(松原)

明
治
期
神
田
学
生
街
の
形
成
と
私
立
法
律
学
校松

太

f!s 

原

は
じ
め
に

現
在
で
も
学
生
街
と
し
て
著
名
な
東
京
都
千
代
田
区
の
神
田
地
域
は
、
明
治
期
か
ら
学
生
の
多
い
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
生
の
多
さ

の
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
私
立
法
律
学
校
の
密
集
が
挙
げ
ら
れ
る
。
専
修
大
学
、
中
央
大
学
、
法
政
大
学
、
明
治
大
学
、
日
本
大
学
な

ど
、
後
に
総
合
大
学
と
な
る
こ
れ
ら
の
学
校
は
、
私
立
法
律
学
校
と
し
て
神
凶
の
街
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
私
立
法

律
学
校
は
、
神
田
学
生
街
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
今
回
は
、
神
田
に
所
在
し
た
私
立
法
律
学
校
を
通
し
て
、
明
治
則
の
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神
田
学
生
街
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

本
稿
を
進
め
る
前
に
、
神
田
学
生
街
に
関
す
る
先
行
研
究
で
と
く
に
重
要
な
も
の
を
二
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。
ひ
と
つ
は
谷
本
芳
郎
「
神

田
学
生
街
の
発
生
と
変
避
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
こ
の
論
考
で
は
、
明
治
初
期
か
ら
昭
和
初
年
ま
で
の
神
田
学
生
街
の
変
遷
に
つ
い
て
様
々

な
資
料
を
用
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
重
要
な
の
は
神
田
学
生
街
を
神
田
区
西
側
地
域
と
定
義
し
た
点
で
あ
る
。
本
稿
で
使
用

す
る
「
神
田
学
生
街
」
も
、
こ
の
定
義
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

い
ま
ひ
と
つ
は
、
土
方
苑
子
編
『
各
種
学
校
の
歴
史
的
研
究
|
明
治
東
京
・
私
立
学
校
の
原
風
景
|
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
小
林
正
泰

「
各
種
学
校
の
立
地
と
地
域
性
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
各
種
学
校
の
所
在
地
と
教
育
内
容
を
検
討
し
て
い
る
が
、
第
二
節
「
神
田
区
の

一
八
八
五
(
明
治
十
八
)
年
か
ら
一
九
O
四
年
ま
で
に
神
田
区
で
設
立
さ
れ
た
各
種
学
校
の
所
在
地
に

地
域
構
造
と
学
校
分
析
」
で
は
、
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つ
い
て
、

一
五

O
校
の
う
ち
、
そ
の
大
部
分
の
一
三
五
校
が
神
田
区
西
側
地
域
、
す
な
わ
ち
江
戸
期
の
武
家
地
に
設
立
さ
れ
て
い
る
と
分

析
す
る
。
さ
ら
に
、
神
田
区
内
の
学
校
分
布
の
傾
向
と
し
て
、
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
幕
領
地
/
武
家
地
/
町
人
地
と
い
う
土
地
利
用
の

三
層
構
造
が
、
官
立
学
校
/
専
門
学
校
・
各
種
学
校
・
公
立
小
学
校
/
私
立
小
学
校
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
と
い
う
、
学
校
設
置
の
重
層
的
な

構
造
が
見
え
て
く
る
」
と
江
戸
時
代
の
土
地
所
有
と
明
治
期
の
学
校
設
立
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
明
治
期
の
神
田
学
生
街
と
私
立
法
律
学
校
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
な
お
、
本
稿
は
、
ニ

O
一
三
(
平

成
一
一
十
五
)
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
月
二
十
八
日
に
か
け
て
明
治
大
学
博
物
館
特
別
展
示
室
で
開
催
さ
れ
た
企
画
展
『
近
代
日
本
の
幕

ー
神
田
学
生
街
と
法
典
論
争
』
で
展
示
し
た
内
容
を
も
と
に
加
筆
修
正
し
て
文
筆
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

開
け
と
私
立
法
律
学
校

学
生
街
形
成
に
つ
い
て
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①
神
田
地
域
の
特
性
と
官
立
学
校
の
設
立

そ
れ
で
は
、
は
じ
め
に
神
団
地
域
の
特
性
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
き
た
い
。

神
田
は
江
戸
期
に
は
武
家
地
と
町
人
地
が
並
立
し
て
い
た
地
域
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
隣
接
す
る
東
側
に
町
人
地
で
あ
る
日
本
橋
、
西
側

に
武
家
地
の
麹
町
が
あ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
神
田
地
域
の
東
側
と
西
側
で
は
、
町
と
し
て
の
特
性
も
異
な
っ
て
い
た
。

神
田
地
区
の
東
側
は
商
人
・
職
人
層
を
中
心
と
し
た
い
わ
ば
下
町
的
要
素
の
強
い
地
域
で
あ
り
、
西
側
は
武
家
屋
敷
が
立
ち
並
ぶ
地
域
で

あ
る
。な

お
、
こ
の
地
域
に
は
一
八
七
人
(
明
治
十
二
年
に
神
田
区
が
設
置
さ
れ
、

す
る
麹
町
区
と
が
合
併
し
て
千
代
田
区
が
成
立
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

一
九
四
七
(
昭
和
二
十
二
)
年
に
は
、
神
田
区
と
隣
接

明
治
期
に
入
る
と
、
神
田
地
域
に
は
、
ま
ず
官
立
の
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
く
。
表
1
は
神
団
地
域
に
設
立
、
あ
る
い
は
移
転
し
て
き
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神田に設置された官立学校

校名 設霞又は神田移転時期 住所 現在

昌平学校 1868 (明治1)年
神田宮本町

(後の湯島 l丁目)

開成学校 1869 (明治2)年
一ツ橋通町l番地

東京大学
神田錦町

師範学校 1872 (明治5)年
神田宮本町

筑波大学
(後の湯島 l丁目)

東京外国語学校 1873 (明治6)年 一ツ橋通町 l番地 東尽外語大学

東京女子師範学校 1874 (明治7)年
神田宮本町

お茶の水女子大学
(後の湯島 l丁目)

学習院 1877 (明治10)年 神田錦町 学習院大学

東京商業学校 1885 (明治18)年〔移転〕 一ツ橋通町l番地 一橋大学

表 1

た
官
立
学
校
を
示
し
た
表
で
あ
る
。
幕
府
の
洋
学
教
育
研
究
機
関
で
あ
っ
た
開
成
所

を
明
治
政
府
が
接
収
し
、
一
八
六
九
(
明
治
二
)
年
に
開
成
学
校
が
設
置
さ
れ
た
。

ま
た
、
神
田
北
部
の
湯
島
に
あ
ワ
た
昌
平
坂
学
問
所
は
、
維
新
後
に
昌
平
学
校
と
し

て
出
発
し
、
一
八
六
九
年
に
は
大
学
校
(
本
校
)
、
後
に
大
学
(
本
校
)
と
な
っ
た
が
、

学
者
聞
の
抗
争
が
続
き
閉
鎖
さ
れ
た
。

一
八
七
一
年
、
こ
の
湯
島
の
地
に
文
部
省
が

設
置
さ
れ
、
教
育
機
関
と
分
離
し
た
中
央
教
育
行
政
機
闘
が
誕
生
し
た
。

そ
の
後
、
明
治
十
年
頃
ま
で
に
神
田
地
域
に
官
立
学
校
が
相
次
い
で
設
置
さ
れ
て

い
く
が
、
こ
れ
ら
官
立
学
校
の
立
地
は
、
神
田
学
生
街
北
部
(
現
在
の
湯
島
聖
堂
付

近
)
と
南
部
(
一
ツ
橋
、
神
田
錦
町
付
近
)
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
こ
つ
は
と
も

-101ー

に
幕
府
直
轄
地
で
あ
っ
た
場
所
で
、
明
治
期
に
入
っ
て
明
治
政
府
の
官
有
地
と
な

り
、
ま
ず
こ
の
地
域
に
官
立
学
校
が
設
置
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
神
田
学
生
街
は
、

南
北
の
官
立
学
校
に
挟
ま
れ
た
神
田
西
側
地
域
に
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
、

こ
の
後
紹
介
す
る
私
立
法
律
学
校
も
、
こ
の
神
田
西
側
地
域
に
設
置
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。

②
私
立
法
律
学
校
の
設
立

次
に
神
田
に
設
立
さ
れ
た
私
立
法
律
学
校
に
つ
い
て
み
て
い
こ
、
っ
。

(
明
治
十
三
)
年
、
代
言
人
規
則
一
が
改
正
さ
れ
、
刑
法
、
治
罪
法
(
現
在
の
刑
事
訴

訟
法
)
も
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
代
言
人
の
社
会
的
要
請
が
一
段
と
高
ま

一
人
人

O
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神田に設置された私立法律学校

校名
設置又は

住所 現 在 備考
神田移転時期

1881年東京法学校創立、

1881年神田区錦町に移転、

神田駿河台
法政大学

1884年神田区小川町に移
東京法学社 1880 (明治13)年

北甲賀町 転、 1889年和仏法律学校と

改称、 1890年麹町区富士見

町に移転

神田中
1880年創立(京橋区銀座)、

1882 (明治15)年
専修大学 1885年神田区今川小路に校専修学校

〔移転〕 猿楽町
舎を建設

神田西
1881年溺逸学協会設立、

濁逸学協会 1884 (明治17)年
濁協大学 1883年創立、 1902年目白に

学校 〔移転〕 小川町
移転

1889年東京法学院と改称、
笑古手Ij法律

1885 (明治18)年 神間錦町 中央大学 1926年駿河合に移転、 1978
学校

年八王子市に移転

1889年神田区柳原河岸に移

神田小川町 法政大学
転、 1889年和仏法律学校と

東京仏学校 1886 (明治19)年
改称、 1890年麹町区富士見

町に移転

明治法律 1886 (明治19)年 神田駿河台
明治大学 1881年創立(麹町区有楽町)

学校 〔移転〕 南甲賀町

1889年創立(麹町区飯田
日本法律 1896 (明治29)年

神田三崎町 日本大学 町)、 1895年神田区一ツ橋
学校 〔移転〕

通に移転(仮校舎)

表2

り
、
体
系
的
な
法
学
教
育
を
行
う
私
立

法
律
学
校
が
増
加
し
て
い
く
。

表
2
は
神
田
地
域
に
で
き
た
私
立
法

律
学
校
を
設
置
、
移
転
さ
れ
た
順
に
な

ら
ペ
た
表
で
あ
る
。
神
田
地
域
の
法
律

学
校
は
、

一
八
七
回
(
明
治
七
)
年
に

と元
す田
る置
がが
こ創
れ立
はし
永た
続法
し律

家芸
つを

セ2要

そ
の
後
、

一
八
人

O
年
に
東
京
法
学

社
(
現
法
政
大
学
)
が
神
田
区
駿
河
台

北
甲
賀
町
に
創
立
さ
れ
た
。
同
年
十
二
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月
に
は
神
田
錦
町
二
丁
目
に
移
転
し
、

翌
一
八
八
一
年
五
月
に
東
京
法
学
社
講

法
局
が
独
立
し
て
東
京
法
学
校
と
改
称

一
八
八
四
年
三
月
に
神
田
区
小

川
町
の
旧
観
工
場
で
あ
っ
た
煉
瓦
造
り

の
建
物
に
移
転
す
る
が
、
そ
の
真
向
か

1
v
h
~

。

い
に
は
、
一
八
八
六
年
に
東
京
仏
学
校

が
開
校
す
る
。
東
京
法
学
校
と
東
京
仏
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学
校
は
と
も
に
仏
法
系
の
法
律
学
校
で
あ
り
、
同
じ
く
仏
法
系
の
明
治
法
律
学
校
も
含
め
て
一
八
八
八
年
に
合
併
問
題
が
浮
上
す
る
が
、

結
局
、
明
治
は
参
加
せ
ず
、
一
八
八
九
年
五
月
、
東
京
法
学
校
と
東
京
仏
学
校
が
合
併
し
和
仏
法
律
学
校
が
誕
生
し
た
。
翌
一
八
九
O
年、

和
仏
法
律
学
校
は
神
田
区
と
隣
接
す
る
麹
町
区
富
士
見
町
に
移
転
し
た
。

専
修
学
校
(
現
専
修
大
学
)
は
、
一
八
人
O
年
九
月
、
京
橋
区
南
鍋
町
の
仮
校
舎
で
開
校
式
を
挙
げ
、
十
月
に
は
京
橋
区
木
挽
町
二
丁

目
の
本
校
舎
に
移
転
し
た
。
そ
の
後
、
生
徒
数
の
増
加
に
伴
い
校
舎
が
狭
陸
と
な
っ
た
た
め
、
一
八
八
二
年
十
一
月
、
神
田
区
中
猿
楽
町

の
順
天
求
合
社
の
校
舎
を
借
り
受
け
て
移
転
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
も
狭
陸
と
な
っ
た
た
め
、
神
田
区
今
川
小
路
二
丁
目
に
校
地
を
取
得

し
、
一
人
八
五
年
七
月
に
移
転
し
た
。

濁
逸
学
協
会
学
校
(
現
濁
協
学
園
)
は
、
一
八
八
三
年
十
月
に
ド
イ
ツ
学
を
教
授
す
る
目
的
で
麹
町
区
五
番
町
に
創
立
さ
れ
た
。

一
八
八
四
年
に
神
田
区
西
小
川
町
一
丁
目
に
移
転
し
、
翌
一
八
八
五
年
七
月
か
ら
普
通
科
の
ほ
か
に
新
た
に
法
律
学
・
政
治
学
を
教
授
す

る
専
修
科
が
設
置
さ
れ
た
。

-103一

英
吉
利
法
律
学
校
(
現
中
央
大
学
)
は
、
一
八
八
五
年
七
月
、
神
田
区
錦
町
二
丁
目
に
創
立
さ
れ
た
。
こ
の
土
地
は
三
菱
が
所
有
し
て

い
た
土
地
で
、
一
二
菱
商
業
学
校
、
明
治
義
撃
を
創
設
す
る
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
校
長
の
増
島
六
一
郎
が
取
得
し
た
。
明

治
義
塾
の
敷
地
の
北
側
に
は
英
士
口
利
法
律
学
校
が
設
置
さ
れ
、
南
側
に
は
同
じ
く
増
鳥
が
校
長
を
つ
と
め
た
東
京
英
語
学
校
が
設
置
さ
れ

た。

一
八
八
一
年
一
月
、
麹
町
区
有
楽
町
三
丁
目
の
旧
島
原
藩
邸
を
借
り
受
け
て
開
校
し
た
。
当
初

一
八
八
三
年
八
月
の
時
点
で
生
徒
数
が
五
八
O
名
と
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
、
新
校
舎
建
設
計

明
治
法
律
学
校
(
現
明
治
大
学
)
は
、

四
四
名
の
生
徒
数
で
出
発
し
た
が
、

画
が
浮
上
し
た
。
京
橋
区
、
麹
町
区
、
神
田
区
の
三
地
区
で
候
補
地
を
探
し
た
結
果
、

(
H
)
 

に
新
校
舎
を
落
成
し
た
。

日
本
法
律
学
校
(
現
日
本
大
学
)
は
、

一
八
八
六
年
十
二
月
に
神
田
区
駿
河
台
南
甲
賀
町

一
八
八
九
年
十
月
に
麹
町
区
飯
田
町
の
皇
典
講
究
所
の
校
舎
を
借
り
受
け
て
創
立
し
た
。
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一
八
九
五
年
に
は
神
田
区
一
ツ
橋
通
の
大
日
本
教
育
会
に
仮
移
転
し
、
翌
一
八
九
六
年
五
月
、
神
田
区
三
崎
町
三
丁
目
の
三
菱
の
地
所
を

借
り
受
け
て
、
独
立
校
舎
を
取
得
し
た
。

③
神
田
に
法
律
学
校
が
集
中
し
た
意
味

で
は
、
な
ぜ
神
団
地
域
に
法
律
学
校
が
多
く
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
、

い
く
つ
か
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
の
℃
紹
介

し
て
い
こ
、
っ
。

一
八
七
二
(
明
治
五
)
年
五
月
、
文
部
省
が
南
校
(
大
学
南
校
、
後
の
東
京
大
学
〉
に
対
し
て
、
将
来
、
専
門
大
学
校
を
建
設
す
る
適

地
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
。
調
査
の
結
果
、
神
田
一
ツ
橋
、
湯
島
、
上
野
、
神
田
駿
河
台
の
候
補
地
が
上
が
り
、
こ
の
う
ち
最
適
地
は

駿
河
台
と
い
う
音
山
見
に
な
っ
た
。
当
時
の
南
校
及
び
文
部
省
関
係
者
で
あ
る
フ
ル
ベ
ツ
キ
、
九
鬼
隆
一
、
演
尾
新
ら
の
建
議
に
よ
る
と
、

駿
河
台
は
「
高
燥
」
、
「
大
気
の
交
通
を
自
由
に
す
る
場
所
」
、
「
水
が
よ
い
」
の
で
学
校
の
立
地
に
適
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
結
果
的
に
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は
、
駿
河
台
が
民
有
地
で
あ
る
た
め
、
専
門
大
学
校
の
建
設
地
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
神
田
学
生
街
の
一
角
で
あ
る
駿
河
台
が
学
校
の

立
地
に
適
し
た
場
所
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
明
治
初
年
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
後
に
こ
の
付
近
に
は
多
く
の

私
立
学
校
が
設
置
き
れ
て
い
く
。

今
挙
げ
た
例
は
、
駿
河
台
が
学
校
の
立
地
に
適
し
て
い
る
と
い
う
例
で
、
私
立
法
律
学
校
が
集
中
し
て
い
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
ο

私

立
法
律
学
校
が
集
中
し
た
こ
と
は
、
神
田
地
域
が
教
員
確
保
に
適
し
た
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

神
田
に
設
立
さ
れ
た
私
立
法
律
学
校
の
多
く
は
、
午
後
三
時
か
ら
四
時
以
降
に
授
業
が
開
始
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
講
師
陣
は
官
庁

や
官
立
学
校
の
勤
務
者
が
多
く
を
占
め
て
い
た
。
私
立
法
律
学
校
が
隆
盛
す
る
明
治
二
十
年
代
で
考
え
て
み
る
と
、
帝
国
大
学
(
現
東
京

一
方
で
司
法
省
な
ど
の
官
庁
街
は
神
田
地
域
の
南
側
に
隣
接
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神

大
学
)
は
神
田
区
の
北
側
の
本
郷
区
に
所
在
し
、

田
区
は
帝
国
大
学
左
官
庁
街
の
中
間
点
に
位
置
し
、
そ
こ
で
勤
務
し
て
い
る
者
が
夜
間
講
義
の
た
め
に
学
校
へ
通
う
の
に
最
も
適
し
た
場
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所
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
一
八
九
二
(
明
治
二
十
五
)
年
当
時
の
専
修
学
校
、
明
治
法
律
学
校
、
東
京
法
学
院
、
日
本
法
律
学
校
の
講
師
に
つ
い
て
考

え
て
い
こ
う
。
四
法
律
学
校
の
講
師
は
合
計
で
一
八
四
名
と
な
る
が
、
こ
の
う
ち
約
七
割
の
一
二
五
名
が
官
職
従
事
者
で
あ
る
。
職
業
が

判
明
し
な
か
っ
た
講
師
が
三
五
名
も
い
る
た
め
、
実
際
に
は
さ
ら
に
官
職
に
従
事
し
て
い
た
講
師
の
割
合
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
講
師
の
大
半
は
、
日
中
は
省
庁
や
官
立
学
校
で
勤
務
し
、
夜
に
は
神
田
の
法
律
学
校
で
講
義
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
官
職
以
外
で
は

代
替
人
を
主
た
る
職
業
と
す
る
講
師
が
一
八
名
確
認
で
き
た
が
、
そ
の
う
ち
一
五
名
は
東
京
法
学
院
で
講
義
し
て
い
る
と
い
、
つ
傾
向
が
あ

る
ま
た
、
居
住
地
で
み
る
と
、
講
師
一
八
四
名
の
中
で
神
田
区
在
住
者
は
一
一
名
と
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
近
隣
の
麹
町
区
・
本
郷
区

在
住
者
は
五
一
名
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
神
田
の
私
立
法
律
学
校
の
講
師
陣
は
、
官
職
を
兼
務
し
て
い
る
割
合
が
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高
く
、
神
田
近
隣
在
住
者
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。
講
師
の
確
保
に
困
難
で
あ
っ
た
当
時
、
講
師
の
多
く
が
勤
務
す
る
省
庁
や
帝
国
大
学

に
程
近
い
神
田
の
地
は
、
講
師
の
通
い
易
さ
と
い
う
点
で
考
え
る
な
ら
ば
、
法
律
学
校
を
設
立
す
る
の
に
最
も
適
し
た
場
所
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
神
田
に
法
律
学
校
が
集
中
し
た
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、
前
述
し
た
神
田
の
私
立
法
律
学
校
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
今
一
度

振
り
返
っ
て
み
た
い
。
創
立
当
初
か
ら
神
田
に
校
舎
を
構
え
た
の
は
、
東
京
法
学
社
、
東
京
仏
学
校
、
英
士
口
利
法
律
学
校
の
一
一
一
校
で
、
そ

の
他
の
法
律
学
校
は
神
田
区
以
外
か
ら
移
転
し
て
き
た
。
と
く
に
、
専
修
学
校
と
明
治
法
律
学
校
は
、
校
舎
の
狭
陸
が
理
由
で
神
田
区
に

移
転
し
て
き
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

明
治
法
律
学
校
の
場
合
に
は
、
阿
部
伯
爵
所
有
の
本
郷
西
片
町
の
竹
林
の
無
償
貸
与
の
申
し
出
が
あ
っ
た
が
、
都
内
中
央
に
位
置
し
て

い
な
い
た
め
、
学
校
の
将
来
の
発
展
を
考
慮
し
て
こ
れ
を
辞
謝
し
、
神
田
区
駿
河
台
を
選
ん
だ
と
い
う
。
明
治
法
律
学
校
が
移
転
構
想
を

〈
却
)

企
図
し
た
明
治
十
年
代
後
半
は
、
東
京
大
学
の
法
文
理
三
学
部
が
神
田
か
ら
本
郷
へ
移
転
し
た
直
後
の
時
期
で
あ
り
、
後
に
学
生
街
が
形
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成
さ
れ
る
本
郷
区
で
さ
え
も
、
明
治
の
関
係
者
が
学
校
経
営
に
不
安
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

第37集

神
田
西
側
地
域
は
、
前
述
の
レ
」
お
り
旧
武
家
地
で
あ
る
た
め
に
比
較
的
区
画
が
広
い
土
地
を
確
保
し
易
か
っ
た
。
私
立
法
律
学
校
の
中

で
も
早
い
時
期
に
創
立
さ
れ
た
専
修
学
校
や
明
治
法
律
学
校
が
、
規
模
の
拡
張
に
伴
い
科
目
の
地
へ
移
転
し
て
き
た
嬰
因
は
、
都
内
中
央

に
位
置
し
、
な
お
か
つ
比
較
的
広
い
土
地
を
確
保
し
易
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
神
田
に
法
律
学
校
が
多
い
理
由
と
し
て
、
①
駿
河
台
は
高
燥
で
水
も
良
く
学
校
設
置
に
適
し
た
土

地
で
あ
る
こ
と
、
②
講
師
の
通
勤
の
便
が
良
い
こ
と
、
③
都
内
中
央
に
位
置
し
、
か
つ
旧
武
家
地
の
神
田
西
側
地
域
は
比
較
的
広
い
敷
地

の
土
地
を
取
得
し
や
す
か
っ
た
と
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
に
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
④
兼
任
講
師
の
利
便
性
、
⑤
学
生
の
通
い
易
さ
と
い
う
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。

一
八
九
三
(
明
治

二
十
五
)
年
当
時
、
四
法
律
学
校
の
講
師
一
八
四
名
の
う
ち
三
四
名
が
二
校
以
上
で
講
師
を
勤
め
て
お
り
、
こ
の
う
ち
六
名
が
三
校
で
講

師
を
兼
任
し
て
い
る
。
和
仏
法
律
学
校
を
含
め
る
な
ら
ば
さ
ら
に
兼
任
講
師
の
数
は
増
え
る
は
ず
で
あ
り
、
裏
を
返
せ
ば
私
立
法
律
学
校
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が
密
集
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
講
師
も
複
数
の
法
律
学
校
で
教
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

学
生
の
通
い
易
さ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
神
田
区
は
都
内
中
央
に
位
置
し
て
い
る
と
と
も
あ
る
が
、
明
治
期
に
限
る
な
ら
ば
、
学
生

の
居
住
地
域
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
項
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。

明
治
期
神
田
学
生
街
の
様
子

①
統
計
で
み
る
明
治
期
の
神
田

次
に
明
治
期
の
神
田
区
に
つ
い
て
、
統
計
資
料
な
ど
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
神
田
区
の
人
口
推
移
に
つ
い
て
明
治
二
十
年
代
か
ら
約

五
年
間
隔
で
示
し
た
も
の
が
表
3
で
あ
る
。
神
田
区
の
人
口
は
、
こ
の
表
に
よ
る
と
一
九
二
一
(
明
治
四
十
五
)
年
が
最
も
多
く
、
そ
の
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後
は
減
少
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

一
八
九
二
(
明
治
二
十
五
)
年
と

九

五

(
大
正
十
四
)
年
に
人
口
が
減
少
し
て
い
る
の
は
、
神
田
大

火
(
明
治
二
十
五
年
)
と
関
東
大
震
災
(
大
正
十
二
年
)
に
よ
る
影
響

と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
二
O
一
O
(平
成
二
十
二
)
年
の
住
民
基

本

台

帳

に

よ

る

千

代

田

区

の

人

口

は

四

万

七

八

二

四

人

(包
)

(
二
万
六
四
四
二
世
帯
)
で
あ
る
の
で
、
明
治
期
の
神
田
区
は
現
在
と

比
べ
て
居
住
者
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

表

4
は
四
法
律
学
校

(
大
学
)

の
学
生
数
の
推
移
を
示
し
た
表
で
あ

る
。
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
統
計
に
よ
り
数
字
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
の

で
、
今
回
は
東
京
府
統
計
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
学
生
数
で
比
較
し

た
。
専
修
、
明
治
、
中
央
、

日
本
の
四
校
全
体
で
見
る
と
、
明
治
期
は

微
増
傾
向
を
示
し
、

一
九
二
五
年
頃
よ
り
急
激
に
増
加
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、

一
九

一
八

(大
正
七
)
年
に
公
布
さ
れ
た
大
学

令
の
影
響
が
大
き
い
。
帝
国
大
学
だ
け
で
は
な
く
、
私
立
、
公
立
で
も

大
学
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
明
治
大
学
、
中
央
大
学
、
日
本
大

学
は
一

九
二
O
年
八
月
、
専
修
大
学
は
一
九
二
二
年
五
月
に
大
学
へ
の

昇
格
を
果
た
し
た
。
こ
れ
ら
の
学
校
が
大
学
へ
と
組
織
を
整
備
す
る
に

伴
い
、
そ
の
規
模
も
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が

現
れ
て
い
る
。

神田区人口の推計表3
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「東京府統計書」より
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四法律学校 (大学)の学生数の推移
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-専修学校(専修大学}

・明治法律学校(明治大学)

・東京法学院(中央大学)

・日本法律学校(日本大学)

三合計

表4
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小
松
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ま
た
、

表
4
で
は
、

一
八
九
二

(
明
治
二
十
五
)
年
の
学
生
数
の

減
少
と
一
八
九
七
(
明
治
三
十
)
年
の
学
生
数
の
伸
び
悩
み
も
特
徴

的
で
あ
る
。

一
八
九
二
年
は
、
前
述
の
と
お
り
神
田
大
火
と
い
う
大

災
害
が
起
き
た
年
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、

一
八
九
七
年
の

学
生
数
の
伸
び
悩
み
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
八
九
二
年

は
法
典
論
争
が
佳
境
を
迎
え
、
六
月
に
は
衆
議
院
で
法
典
施
行
延
期

法
律
案
が
可
決
し
延
期
派
が
勝
利
し
た
時
期
で
も
あ
る
。

一
般
的
に

は
仏
法
派
の
学
校
、
す
な
わ
ち
明
治
法
律
学
校
、
和
仏
法
律
学
校
が

法
典
論
争
の
敗
北
に
よ
っ
て
被
害
を
蒙
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
『明
治
大
学
百
年
史
』

-108-

で
は
、

「少
な
く
と
も
生
徒
数
か
ら
判
断

す
れ
ば
、
従
来
の
通
説
に
反
し
て
、
明
治
法
律
学
校
は
、
延
期
派
(
引

用
者
注
.
断
行
派
の
誤
記
カ
)
敗
北
の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
な
か
っ

(お
}

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
記
述
し
て
お
り
、
東
京
法
学

院
も
一
八
九
二
年
と
一
八
九
七
年
を
比
較
す
る
と
学
生
数
は
伸
び
て

「東京府統計書」より

い
る
が
、

一
八
八
七
年
当
時
の
学
生
数
に
は
劣
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
典
論
争
が
一
段
落
し
た
一
八
九
二
(
明
治

二
十
五
)
年
か
ら
一
八
九
七
年
と
い
う
時
期
は
、
法
律
学
を
学
ぶ
学

生
数
自
体
が
減
少
し
、
私
立
法
律
学
校
の
運
営
が
厳
し
い
時
代
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
際
に
専
修
学
校
は
、

一
八
九
三
年
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度
か
ら
法
律
科
の
募
集
を
停
止
し
、
調
逸
協
会
学
校
の
専
修
科
も
、
「
旧
制
帝
大
・
旧
制
高
校
の
制
度
が
日
本
近
代
化
の
完
了
育
成
機
関

(
担
)

と
し
て
完
備
し
て
き
た
た
め
、
役
割
を
終
わ
っ
た
」
と
し
て
、
一
八
九
五
年
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
私
立
法
律
学
校
の
学
生

数
減
少
に
つ
い
て
、
瀬
戸
口
龍
一
氏
は
、
帝
国
大
学
法
科
大
学
の
拡
充
に
よ
り
特
別
認
可
学
生
が
司
法
官
と
な
り
に
く
く
な
り
、
さ
ら
に

は
政
府
の
文
官
任
用
枠
が
狭
ま
っ
た
た
め
、
入
学
す
る
魅
力
が
薄
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

明
治
二
十
年
代
後
半
の
学
生
数
減
少
は
、
学
校
存
続
の
た
め
の
危
機
意
識
を
私
立
法
律
学
校
に
植
え
付
け
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ま
で
官

僚
機
構
や
法
曹
界
に
人
材
を
送
り
出
す
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
た
私
立
法
律
学
校
は
、
実
業
社
会
へ
の
人
材
の
輩
出
も
視
野
に
入
れ
、

法
律
以
外
の
商
学
・
経
済
学
な
ど
他
分
野
に
も
カ
を
入
れ
て
い
っ
た
。
一
九
O
二
一
(
明
治
三
十
六
)
年
の
専
門
学
校
令
公
布
に
よ
り
、
神

田
の
私
立
法
律
学
校
は
組
織
基
盤
を
整
備
し
て
「
大
学
」
名
称
へ
の
改
称
を
図
る
こ
と
に
な
る
が
、
明
治
二
十
年
代
後
半
の
法
律
学
校
低

迷
期
に
お
け
る
学
校
運
営
の
見
直
し
は
、
結
果
的
に
大
学
組
織
へ
の
移
行
を
円
滑
に
進
め
る
素
地
を
つ
く
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
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②
神
田
区
内
の
下
宿
屋
に
つ
い
て

神
田
は
明
治
期
か
ら
学
生
街
の
様
相
を
景
し
て
い
た
が
、
学
校
が
所
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
学
生
が
住
む
と
い
う
意
味
の
「
学

生
街
」
で
も
あ
っ
た
。
次
に
神
田
地
域
の
学
生
生
活
と
い
う
視
点
で
、
下
宿
屋
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
表
5
・
表
6
は
束
京
府
内

の
下
宿
屋
数
・
下
宿
者
数
に
つ
い
て
、
府
内
総
数
と
神
田
区
・
本
郷
区
を
比
較
し
た
表
で
あ
る
。
明
治
則
の
東
京
府
内
で
下
宿
屋
が
多
か
っ

た
地
域
は
本
郷
区
と
神
田
区
で
あ
り
、
最
盛
期
に
は
こ
の
二
区
を
合
わ
せ
る
と
府
内
全
体
の
凶
割
強
を
占
め
て
い
た
。

神
田
区
、
本
郷
区
は
、
明
治
期
を
通
じ
て
学
生
の
居
住
地
域
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
区
に
下
宿
屋
が
多
い
こ
と
は
、
学
生
が

利
用
し
て
い
た
割
合
が
高
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
下
宿
屋
、
下
宿
者
数
の
推
移
を
検
討
し
、

そ
の
上
で
、
下
宿
屋
で
の
学
生
の
割
合
や
生
活
実
態
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
下
宿
屋
数
(
袈

5
)
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
東
京
府
全
体
で
は
一
九
O
七
(
明
治
四
十
)
年
が
最
も
多
く
、
そ
こ
か
ら
減
少
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一
九
O
二
年
か
ら
微
減
し
、

一
九
二
三
年
に
激
減
し
て
い
る
。

一
九
二
三
年
は
前

傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
田
区
に
つ
い
て
は
、

述
の
と
お
り
関
東
大
震
災
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
、
が
、
昭
和
初
年
に
な
る
と
神
田
区
内
に
は
ほ
と
ん
ど
下
宿
屋
が
無
く
な
り
、
最
盛
期
に

は
東
京
府
内
全
体
の
二
割
程
度
あ
っ
た
下
宿
屋
が
わ
ず
か

0
・
七
%
に
ま
で
減
少
す
る
。

ま
た
、
下
宿
者
数
(
表
6
)
に
つ
い
て
み
る
と
、
東
京
府
全
体
で
は
一
九

O
七
年
が
明
治
期
で
最
も
多
く
、

全
体
神
田
区
、
本
郷
区
と
も
に
激
減
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
下
宿
者
数
で
は
、
関
東
大
震
災
以
降
東
京
府
全
体
、
本
郷
区

一
九
二
三
年
に
は
、
東
京

で
は
増
加
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
神
田
区
は
そ
れ
ほ
ど
増
加
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

神
田
区
の
下
宿
屋
、
下
宿
者
数
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
下
宿
屋
数
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
下
宿
屋

の
大
規
模
化
と
い
う
側
面
も
あ
る
が
、
神
田
界
隈
で
は
下
宿
屋
に
代
わ
っ
て
貸
家
が
増
え
て
い
る
と
い
う
記
述
が
次
の
明
治
期
の
刊
行
物

で
確
認
で
き
る
。

企
貸
聞
と
自
炊

今
よ
り
十
余
年
前
即
ち
神
田
の
大
火
以
前
は
神
田
区
内
に
貸
聞
を
す
る
素
人
家
は
至
て
少
く
貸
聞
を
捜
す
は
容
易

な
る
事
に
は
あ
ら
、
ず
し
て
漸
く
捜
し
当
る
位
な
り
し
が
大
火
以
後
は
家
主
に
於
て
も
明
間
の
需
要
者
多
き
を
感
じ
、
普
請
を
な
す
に

も
貸
聞
の
出
来
る
様
に
家
作
り
し
た
れ
ば
其
後
は
公
然
と
貸
聞
の
札
を
張
り
て
貸
与
す
る
様
に
な
り
た
り
、
故
に
今
日
に
て
は
貧
書

生
の
み
な
ら
ず
、
普
通
学
生
に
で
も
少
し
く
心
あ
る
も
の
は
腐
敗
し
た
る
下
情
屋
住
ひ
を
嫌
ひ
、
貸
聞
を
借
り
一
人
又
は
ニ
二
二
人

に
て
共
同
自
炊
す
る
も
の
多
く
な
り
た
り
、
斯
く
今
日
は
明
間
住
ひ
も
容
易
に
出
来
得
る
こ
と
な
れ
ば
貧
書
生
に
取
り
て
は
貯
都
合

の
事
と
い
ふ
ベ
し

(
出
)

(
緒
方
流
水
『
学
生
自
活
法
』
)

ま
た
、
関
東
大
震
災
二
九
二
一
二
年
)
で
大
き
な
被
害
を
蒙
っ
た
神
田
区
の
下
宿
屋
は
、
そ
の
後
は
急
激
に
数
を
減
ら
す
こ
と
と
な
る
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が
、
そ
れ
は
下
宿
者
数
で
も
同
様
で
あ
る
。
東
京
府
内
全
体
で
は
、
下
宿
者
数
は
昭
和
期
に
入
り
大
幅
に
増
加
す
る
が
、
神
田
区
は
激
減

以
後
、
そ
れ
ほ
ど
増
加
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
神
田
区
の
下
宿
者
は
関
東
大
震
災
以
降
、
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た
こ
と
に
な
る
。
下
宿

屋
で
生
活
す
る
者
が
す
べ
て
学
生
と
は
限
ら
な
い
が
、
明
治
期
に
東
京
で
一
、
二
を
争
う
下
宿
屋
が
多
い
街
と
し
て
、
ま
た
学
生
が
多
く

住
む
街
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
神
田
は
、
こ
の
時
期
に
大
き
く
変
化
し
た
と
い
え
よ
う
。

関
東
大
震
災
以
後
、
そ
れ
ま
で
神
田
に
住
ん
で
い
た
学
生
は
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

ひ
と
つ
に
は
明
治
ご
一
十
年
代
以
降
整
備
さ
れ
た
鉄
道
網
に
よ
り
、
す
で
に
郊
外
か
ら
の
通
学
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
状
況
が
挙
げ
ら
れ
る
。

都
内
中
央
に
位
置
し
た
神
田
で
の
下
宿
生
活
は
、
建
物
の
老
朽
化
な
ど
住
環
境
が
悪
く
て
も
そ
の
利
便
性
の
た
め
に
利
用
す
る
学
生
も
多

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
関
東
大
震
災
に
よ
り
神
田
の
下
宿
震
の
多
く
が
腐
を
閉
じ
た
た
め
、
神
田
で
下
宿
し
て
い
た
学
生
た
ち

も
電
車
で
通
学
で
き
る
周
辺
地
域
へ
の
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
神
田
地
域
は
、
現
在
で
も
続
く
「
学
生
街
」
が
す
で
に
明
治
期
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
期
に
限
る
な
ら
ば
、
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神
田
区
は
通
学
す
る
場
所
と
い
う
意
味
の
「
学
生
街
」
だ
け
で
は
な
く
、
学
生
が
居
住
す
る
空
間
と
し
て
の
「
学
生
街
」
で
も
あ
っ
た
。

③
「
下
宿
届
簿
」
に
見
る
神
田
の
下
宿
生
活

そ
れ
で
は
、
明
治
期
の
神
田
医
で
、
学
生
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
下
宿
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
下
宿
の
様
子
や
実
態
を
垣

間
見
る
資
料
は
少
な
い
が
、
中
央
大
学
大
学
史
資
料
謀
が
所
蔵
し
て
い
る
「
下
宿
届
簿
」
と
い
う
資
料
を
も
と
に
考
え
て
い
き
た
い
。

こ
の
「
下
宿
届
簿
」
は
、
神
田
区
神
田
錦
町
三
丁
目
に
あ
っ
た
下
宿
屋
の
簿
冊
で
、

一
八
八
九
(
明
治
二
十
二
)
年
十
月
十
二
日
か
ら

一
八
九
二
年
四
月
九
日
ま
で
の
下
宿
者
の
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
一
八
九
二
年
四
月
十
日
に
神
田
大
火
が
発
生
し
て
い
る
の

で
、
こ
の
大
火
の
前
日
ま
で
の
記
録
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
下
宿
届
簿
」
に
は
、
下
宿
者
の
氏
名
・
住
所
と
下
宿
目
的
、
下
宿

開
始
日
と
終
了
日
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
簿
冊
の
記
録
を
所
轄
の
警
察
所
で
あ
る
小
川
町
警
察
署
に
届
け
出
て
い
た
。
下
宿
の
経
営
者
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その他 5

I下宿届簿jに見る下宿目的

療饗・保餐 10

表7

は
安
倍
ぬ
い
と
い
う
人
物
で
、
所
在
地
は
神
田
錦
町
三
丁
目

一
番
地

で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
「
下
宿
届
簿
」
に
は
、
手
書
き
で

二
十
四
番
地
と
記
し
た
記
録
も
あ
る
。
こ
れ
は
二
つ
の
下
宿
屋
を
経

営
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
地
番
の
変
更
な
ど
に
よ
る
も
の
か
は
判

然
と
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
資
料
に
は
、
下
宿
屋
の
名
前
も
記
さ
れ

て
お
ら
ず
不
明
な
点
も
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
下
宿
届
簿
」
は、

当
時
、
神
田
に
あ
っ
た
下
宿
屋
の
滞
在
者
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
下

宿
し
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の

{
訂
)

資
料
を
も
と
に
神
田
の
下
宿
屋
で
の
生
活
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
。
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」
の
「
下
宿
届
簿
」
に
は
、
延
べ
一
九
三
名
の
記
録
が
記
さ
れ
て

お
り
、
再
度
利
用
し
た
下
宿
者
を
除
く
と

一
六
七
名
が
こ
の
下
宿
屋

を
利
用
し
て
い
る
。
ま
ず
、
下
宿
者
の
出
身
地
を
多
い
順
に
見
て
い

下宿者延べ人数193名で算出。

く
と
、
島
根
三
十
八
名
、
東
京
十
名
、
新
潟
九
名
、
千
葉
八
名
、

一

重
人
名
と
な

っ
て
お
り
、
島
根
県
出
身
者
が
突
出
し
て
多
い
こ
と
が

わ
か
る
。
島
根
県
出
身
者
の
下
宿
目
的
を
み
て
も
、
あ
る
特
定
の
学

校
や
職
業
に
つ
い
て
い
る
訳
で
は
無
い
の
で
、
こ
の
下
宿
屋
自
体
が

鳥
根
県
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
詳
細
は
不
明

で
ふ
め
る
。

次
に
下
宿
目
的
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う

(表

7
)
。
延
べ
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一
九
三
名
の
下
宿
者
の
う
ち
、
通
学
目
的
が
八
十
名
、
遊
学
・
学
校
未
定
者
が
三
十
六
名
、
商
用
・
勤
務
者
が
四
十
三
名
、
観
光
が
十
九

名
と
な
っ
て
い
て
、
通
学
及
び
遊
学
・
学
校
未
定
者
が
全
体
の
六
割
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
通
学
の
場
合
に
は
ど
の
学
校
に
通
学
し
て

い
る
の
か
も
記
載
ぎ
れ
て
お
り
、
多
い
順
に
東
京
法
学
院
(
現
中
央
大
学
)
が
二
十
五
名
、
東
京
英
語
学
校
十
五
名
、
明
治
法
律
学
校
(
現

明
治
大
学
)
六
名
、
専
修
学
校
(
現
専
修
大
学
)
五
名
、
高
等
商
業
学
校
(
現
一
橋
大
尚
子
)
五
名
と
な
っ
て
い
る
。
東
京
法
学
院
と
東
京

英
語
学
校
通
学
者
が
多
い
の
は
、
こ
の
下
宿
屋
と
同
じ
神
田
錦
町
に
両
校
が
所
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ひ
と
つ
の
下
宿
屋
の
資
料
だ
け
で
は
十
分
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
資
料
を
見
る
限
り
で
は
、
下
宿
屋
を
利
用
す
る
人
の
六
割
が

就
学
目
的
で
あ
る
。
明
治
期
の
神
田
に
下
宿
屋
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
地
域
に
学
校
が
多
か
っ
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
い

え
る
し
、
さ
ら
に
は
学
生
が
多
く
住
む
街
で
あ
る
こ
と
を
間
接
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に
か
え
て
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以
上
、
こ
こ
ま
で
、
神
田
学
生
街
と
私
立
法
律
学
校
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
神
田
は
江
戸
期
に
は
武
家
地
と
町
人
地
が
混
在
し
て
い

た
地
域
で
、
明
治
期
以
降
、
旧
武
家
地
の
神
田
西
側
地
域
に
各
種
学
校
や
私
立
法
律
学
校
が
数
多
く
設
立
さ
れ
た
。

神
田
の
私
立
法
律
学
校
は
、
当
初
か
ら
神
田
で
創
立
し
た
学
校
だ
け
で
は
な
く
、
広
い
校
地
を
求
め
て
神
田
へ
移
転
し
て
き
た
学
校
も

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
法
律
学
校
が
神
田
の
地
で
総
合
大
学
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
神
間
は
学
校
の
立
地
に
ふ

さ
わ
し
い
諸
条
件
を
兼
ね
備
え
た
地
域
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
私
立
法
律
学
校
が
密
集
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
明
治
期
に
お
け
る
法
律
学

校
聞
の
連
携
や
対
抗
と
い
う
諸
活
動
も
活
発
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
あ
た
り
は
今
後
、
さ
ら
に
大
学
横
断
的
に
資
料
を
活
用

し
て
検
討
し
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
学
生
街
と
い
う
面
で
は
、
明
治
期
の
神
田
地
域
は
そ
れ
以
降
の
時
代
と
比
べ
て
胎
住
者
が
多
く
、
学
生
に
と
っ
て
は
、
就
学
、
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居
住
、
勤
労
の
場
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
関
東
大
震
災
以
後
、
神
田
区
内
の
下
宿
者
・
下
宿
屋
の
割
合
が
激
減
し
、
周
辺
地
域
か
ら
神

田
へ
通
学
す
る
学
生
が
増
加
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
神
田
が
今
日
ま
で
「
学
生
街
」
で
あ
り
続
け
て
は
い
る
も
の
の
、
学
生
の
就
学
・

居
住
・
勤
労
の
場
か
ら
、
通
学
す
る
場
へ
と
大
き
く
変
容
し
た
と
い
え
る
。

大
学
史
資
料
を
用
い
て
特
定
の
地
域
を
考
え
る
場
合
に
は
、

一
大
学
の
大
学
史
資
料
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
地
に
所
在
す
る
他
大
学
の

資
料
も
活
用
す
る
こ
と
で
、
よ
り
当
時
の
実
態
が
把
握
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
神
田
学
生
街
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
そ
の
地
域
に
立
地
す

る
各
大
学
の
大
学
史
に
も
深
く
関
係
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
各
大
学
が
個
別
的
に
調
宜
し
、
あ
る
い
は
関
連

資
料
を
収
集
し
て
い
た
ο

今
回
は
専
修
大
学
、
中
央
大
学
、
明
治
大
学
、

日
本
大
学
の
大
学
史
担
当
部
署
そ
れ
ぞ
れ
が
所
蔵
す
る
明
治
期

の
資
料
情
報
の
共
有
化
を
図
っ
た
が
、
そ
の
お
か
げ
で
中
央
大
学
大
学
史
資
料
課
が
所
蔵
す
る
神
田
下
宿
屋
の
簿
冊
を
利
用
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。
今
後
も
各
大
学
で
連
携
し
て
資
料
情
報
を
集
積
し
、
明
治
期
の
神
田
学
生
街
の
実
態
把
握
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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注
l 

『
法
政
』
第
十
巻
第
四
号
通
算
三
二
三
号
(
昭
和
五
十
八
年
五
月
二
十
日
)
所
収
。
な
お
著
者
の
谷
本
芳
郎
氏
は
、
麹
町
区
役
所
、
千
代
田
区
役
所

に
勤
務
し
て
神
田
学
生
街
に
関
す
る
書
物
や
地
図
を
集
め
、
法
政
大
学
の
通
信
教
育
課
程
で
本
論
を
卒
業
論
文
と
し
て
執
筆
し
た
。

谷
本
氏
の
神
田
学
生
街
の
地
域
設
定
は
、
現
在
の
住
所
で
千
代
田
区
神
保
町
、
三
崎
町
、
西
神
田
、
猿
楽
町
、
神
田
駿
河
台
、
神
田
錦
町
、
神
田

小
川
町
、
一
ツ
橋
二
丁
目
で
あ
る
。

土
方
苑
子
編
『
各
種
学
校
の
歴
史
的
研
究
|
明
治
東
京
・
私
立
学
校
の
原
風
景
|
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
二
十
年
)
0

『
各
種
学
校
の
歴
史
的
研
究
l
明
治
東
京
・
私
立
学
校
の
原
風
景
|
』
一
六
四
頁
。

町
人
地
、
武
家
地
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
尾
張
屋
滑
七
版
「
江
戸
切
絵
図
」
を
参
照
。

東
京
大
学
百
年
史
編
集
委
員
全
編
『
東
京
大
学
百
年
史
』
通
史
一
(
東
京
大
学
、
昭
和
五
十
九
年
)
八
こ
頁
。

『
学
制
百
年
史
』
記
述
編
(
文
部
省
、
昭
和
四
十
七
年
)
二
二
八
頁
。

(2) 

(3) 

(
4
)
 

(5) 

(6) 

(
7
)
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(8) 

(9) 

(
叩
)

(
江
)

(ロ)
(日〉

(
M
H〉

(
日
)

(日〉
(げ〉

法
政
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
法
政
大
学
百
年
史
』
(
法
政
大
学
、
昭
和
五
十
五
年
)
五
八
頁
。

『
法
政
大
学
百
年
史
』
一
一
人
頁
。

「
専
修
大
学
百
年
史
』
上
巻
(
専
修
大
学
、
昭
和
五
十
六
年
)
一
八
二
・
一
一

O
一
子
二
五
一
頁
。

濁
協
学
園
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
濁
協
学
園
史
一
人
八
一
ー
ー
一
一

0
0
0』
(
溺
協
学
園
、
平
成
十
二
年
)
五
八
頁
1
六
O
頁
及
ぴ
四
六
一
頁
。

中
央
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
専
門
委
員
会
編
『
中
央
大
学
百
年
史
』
通
史
編
、
上
巻
(
中
央
大
学
、
平
成
十
三
年
)
八
九
i
九
三
頁
。

明
治
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
繍
『
明
治
大
学
百
年
史
』
第
一
一
一
巻
、
通
史
編
I
〈
平
成
四
年
、
明
治
大
学
)
八
七
頁
。

『
明
治
大
学
百
年
史
』
第
三
巻
、
通
史
編
I
、
二

O
四
1
一
一
一
一
一
貝
。

日
本
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
日
本
大
学
百
年
史
』
第
一
巻
(
日
本
大
学
、
平
成
九
年
)
四
O
一
1
四
O
四
頁
。

『
東
京
大
学
百
年
史
』
通
史
一
、
三
八
六
1
一
二
八
人
質
。

天
野
都
夫
「
大
学
の
誕
生
』
(
上
)
(
中
公
新
書
、
平
成
二
十
一
年
)
二
ニ
六
頁
で
も
、
私
立
専
門
学
校
が
神
旧
界
隈
に
集
中
し
て
い
た
理
由
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
「
非
常
勤
講
師
た
ち
が
出
講
可
能
な
時
間
距
離
の
な
か
に
あ
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

四
法
律
学
校
の
講
師
に
つ
い
て
は
、
次
の
資
料
を
用
い
て
集
計
し
た
。
松
本
徳
太
郎
編
吋
明
治
宝
鑑
』
(
明
治
二
十
五
年
、
松
本
徳
太
郎
)
、
『
改
正

宵
員
録
甲
五
月
』
(
博
公
害
院
、
明
治
二
十
五
年
)
、
専
修
学
校
「
同
窓
名
簿
い
(
明
治
ニ
十
五
年
五
月
)
、
「
明
治
廿
六
年
八
月
特
別
認
可
私
立

明
治
法
律
学
校
規
則
完
」
、
「
東
京
法
学
院
講
師
姓
名
・
住
所
一
覧
」
(
明
治
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
)
、
「
日
本
法
律
学
校
講
師
お
よ
び
担
当
科

目
名
一
覧
」
(
「
日
本
法
律
学
校
規
則
集
』
、
平
成
二
年
、
日
本
大
学
法
学
部
、
三
四
人

1
三
六
四
頁
)
。
な
お
、
各
大
学
の
大
学
史
編
纂
部
署
が
そ

れ
ぞ
れ
の
学
校
の
講
師
を
抽
出
し
た
。
講
師
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
人
物
の
中
に
は
、
明
治
二
十
五
年
当
時
、
地
方
に
転
勤
し
て
い
る
司

法
官
も
お
り
、
す
べ
て
が
講
義
を
受
け
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
補
足
し
て
お
く
。

『
明
治
大
学
百
年
史
』
第
三
巻
、
通
史
編
I
、
二

O
七
頁
。

「
東
京
大
学
百
年
史
』
通
史
一
、
五
O
八
j
五
一
四
質
。
な
お
、
法
・
文
学
部
は
一
八
八
四
(
明
治
十
七
)
年
八
月
、
理
学
部
は
一
八
八
治
年
九
月

に
本
郷
へ
移
転
し
た
。

三
校
で
講
師
を
兼
務
し
て
い
た
人
物
は
、
石
渡
敏
一
(
東
京
控
訴
院
検
事
、
一
八
九
二
年
当
時
、
以
下
同
)
、
今
村
信
行
(
東
京
控
訴
院
部
長
)
、

木
下
友
三
郎
(
卜
谷
区
裁
判
所
判
事
)
、
長
島
鷲
太
郎
(
司
法
省
総
務
局
試
補
)
、
樋
山
資
之
(
内
務
省
参
事
官
)
、
穂
積
八
束
(
帝
国
大
学
法
科
大

学
教
授
)
の
六
名
で
あ
る
。

千
代
田
区
ホ
1
ム
ペ

I
ジ
よ
り

(
E
G回
一
¥
¥
若
者
宅
・
巳
片
付
与
ぞ
O仏国釘・甘
¥
E
F
O
¥宮
回
目
¥
ぬ
岳
、
。
¥
可

0
5凹
O¥円
匹
E
E
)
。
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(日〉20 19 (
幻
)

(
泣
)
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(
お
)

(
担
)

(
お
)

『
明
治
大
学
百
年
史
』
第
三
巻
、
通
史
編
I
、
三
O
八百(。

『
濁
協
学
園
史
一
八
八
一
|
二

0
0
0』
六
四
頁
の
年
表
記
事
。

学
校
法
人
専
修
大
学
編
町
専
修
大
学
史
資
料
集
第
三
巻
|
五
大
法
律
学
校
の
時
代

l
h
(平
成
二
十
五
年
、
専
修
大
学
出
版
局
)

五
五
O
頁。

ふ
且
港
堂
書
籍
、
明
治
三
十
六
年
発
行
。
引
用
は
本
書
五
i
六
頁
。

本
資
料
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
中
央
大
学
大
学
史
資
料
課
中
川
蕎
之
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

カ
問
九

1

本
稿
は
、
平
成
二
五
年
度
基
盤
研
究

(C)
科
学
研
究
費
助
成
事
業
(
採
択
番
号
二
五
三
七

O
七
九
七
)
「
民
法
典
論
争
期
前
後
に
お

27 26 付
記

け
る
私
立
法
学
系
高
等
教
育
機
関
の
連
携
と
対
抗
の
実
態
に
関
す
る
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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